
   広島大学原爆放射線医科学研究所附属放射線先端医学実験施設遺伝子実験系中央実

験室利用心得（所内者向け） 
      改正 平成 28.3.25      
 (趣旨) 
第1 この心得は，広島大学原爆放射線医科学研究所附属放射線先端医学実験施設遺伝子

実験系運営要領(平成22年3月30日研究所長決裁。以下「運営要領」という。) 第4第2項
の規定に基づき広島大学原爆放射線医科学研究所附属放射線先端医学実験施設遺伝子

実験系中央実験室(以下「中央実験室」という。)の利用等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
  (利用の許可) 
第2 中央実験室の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は， 広島大学原爆放射線

医科学研究所附属放射線先端医学実験施設運営委員会遺伝子専門委員会(以下「専門委員

会」という。)が定める方法により，許可を得なければならない。 
 (機器の利用時間) 
第3 中央実験室は，24時間利用できるものとする。 
 (消耗品及び試薬等の取扱い) 
第4 実験に必要な消耗品は，利用者が持参するものとし，実験終了後は速やかに撤去す

ること。 
2 実験上，必要な毒劇物を使用する場合は，利用者が所属する広島大学学則(平成16年4

月1日規則第1号)第13条第1項に規定する附属被ばく資料調査解析部又は広島大学原爆

放射線医科学研究所運営内規第16条及び第20条に規定する研究分野等(以下「研究分野

等」という。)で購入したものを使用すること。また，廃液は，利用者が所属する研究分

野等で処理すること。 
 (機器の持込み) 
第5 中央実験室に，実験上必要な機器を持ち込む場合は，専門委員会の許可を得なけれ

ばならない。 
 (飲食等の禁止) 
第6 中央実験室での飲食及び喫煙は，禁止する。 
 (利用者の責任等) 
第7 利用者は，中央実験室の整理整頓に努め，他の者に迷惑をかけないこと。 
2 この心得を遵守せず，他に著しく迷惑を及ぼす場合は，専門委員会は利用者に注意を

与え，更に中央実験室の使用の制限又は禁止の措置を講ずることができる。 
 (RI実験の禁止) 
第8 中央実験室内でRIを用いた実験は，禁止する。 
 (非常災害発生時の処置) 
第9 火災，停電その他緊急事態が発生した場合は，勤務時間内は機器サービス室又は霞

地区運営支援部に，勤務時間外の場合は「遺伝子実験系緊急時連絡先一覧表」により，



速やかに連絡すること。 
 (雑則) 
第10 この心得は，専門委員会で随時改正を行い，改正を行った場合は，その都度各研究

分野等に連絡する。 
   附 則 
 この心得は，平成22年4月1日から施行する。 
   附 則(平成28年3月25日 一部改正) 
 この心得は，平成28年3月25日から施行する。 



別記様式(第2関係)　　　

平成　 　年　　 月　　 日

　　広島大学原爆放射線医科学研究所放射線生命科学プロジェクトリーダー　殿

　　　　　

放射線生命科学プロジェクト研究室利用申請書

　　下記のとおり利用したいので,申請します。利用に当たっては, 原爆放射線医科学研究所附属放射線先端

　　医学実験施設遺伝子実験系実験室利用心得を遵守致します。

記

所 属

氏 名

連 絡 先

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

期 間

持 込 機 器 等

※e-mailは, 常に確認するものを記入すること（利用案内は原則, メールで行います）。

※放射線生命科学に基づく研究のみ申請を受け付けるので, 研究計画概要は詳細に記入すること。

※使用希望の機器にレを付すこと。

※持込機器等がある場合は，持込機器欄に記入すること。

※申請者（研究責任者）以外に共同利用者がいる場合は，共同利用者欄に記入すること。

上記の申請を許可します。

　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　 広島大学原爆放射線医科学研究所放射線生命科学プロジェクトリーダー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞  職名

　内線番号  e-mail

研 究 課 題 名

研 究 計 画 概 要

使用ﾍﾞﾝﾁ及び機器

□ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ･安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ □CO2ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ □ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ

□顕微鏡 □実験ﾍﾞﾝﾁ 

共 同 利 用 者

□ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰｼｪｰｶｰ/ﾌﾞﾛｯｸ

□冷却遠心機  □ｹﾞﾙ撮影装置 □分光光度計

　平成　　　　 年　　　月　　　日　  ～　 平成　　　　年　　　月　　　日


